
【大雪のリスク】　近年、頻発する自然災害。大雪もそのひとつですが、昨冬に首都圏や北陸を襲った大雪で
も、物流網を中心に企業の経済活動に大きな影響をおよぼしました。大雪による企業の倒産事例をまとめた
調査（帝国データバンク）によれば、平成20年以降の10年間で、「大雪」が法的整理の一因となった企業は
全国で 21 件。倒産企業は、客足が落ち込んだ温泉旅館、ビニールハウスが倒壊したキノコ栽培事業者、資
材納入の遅れで施工が遅延した建築・リフォーム事業者など、多岐にわたっています。地域別では関東が９
件で最多。被害を最小限に抑えるため、普段あまり雪が降らない地域では、とくに注意が必要といえるかも
しれません。交通機関が混乱した際の従業員管理のうえでも、リスク対策を考えておきたいものです。
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平成31年２月号

改正入管法の施行により
外国人労働者の受け入れを拡大
４月からの時間外労働上限規制への対応

TOPIC1

TOPIC2

表紙写真：雪の白川郷合掌造り集落　三つ子の合掌造り　©naonao ／ PIXTA
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年
12
月
８
日
に
外
国
人
労
働

者
の
受
け
入
れ
を
拡
大
す
る

「
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定

法
及
び
法
務
省
設
置
法
」（
以
下
、
入

管
法
）
の
改
正
案
が
可
決
、
成
立
し
ま

し
た
（
以
下
、
改
正
入
管
法
）。
施
行
は

２
０
１
９
年
４
月
予
定
で
直
近
に
迫
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
改
正
に
よ
り
、
こ
れ

ま
で
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
単
純
労

働
分
野
に
も
外
国
人
労
働
者
の
受
け
入

れ
の
門
戸
が
開
か
れ
、
我
が
国
の
外
国

人
労
働
者
政
策
は
大
き
な
転
換
期
を
迎

え
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

我
が
国
で
就
労
し
て
い
る
外
国
人
労

働
者
数
は
約
１
２
７
万
８
０
０
０
人
で
、

前
年
比
18
・
０
％
増
と
過
去
最
高
を
記

録
し
て
い
ま
す
（
２
０
１
７
年
10
月
末
：

厚
生
労
働
省
調
査
）。
し
か
し
、
入
管
法

上
こ
れ
ま
で
の
制
度
で
外
国
人
が
日
本

で
働
く
場
合
に
は
、
大
別
す
る
と
次
の

５
つ
の
い
ず
れ
か
に
限
定
さ
れ
、
①
と

④
を
除
く
と
、一
定
の
実
務
経
験
、技
術
、

学
歴
な
ど
の
特
定
要
件
が
必
要
で
し
た
。

①
資
格
外
活
動
（
留
学
生
で
週
28
時
間

以
内
の
ア
ル
バ
イ
ト
）

②
専
門
的
・
技
術
分
野
（
大
学
教
授
等
、

高
度
専
門
職
、
弁
護
士
、
会
計
士
、

医
師
、
介
護
士
、
外
国
料
理
の
調
理

師
等
）

③
身
分
に
基
づ
く
在
留
資
格
者
（
定
住

者
、
永
住
者
、
日
本
人
の
配
偶
者
等
）

④
技
能
実
習
（
技
能
移
転
を
通
じ
た
開

発
途
上
国
へ
の
国
際
協
力
）

⑤
特
定
活
動
（
E
P
A
に
基
づ
く
看
護

師
、
建
設
就
労
者
、
造
船
就
労
者
等
）

　

改
正
入
管
法
で
は
、
新
在
留
資
格
の

創
設
で
、
こ
う
し
た
障
壁
が
事
実
上
、

2019年４月から改正入管法が施行されることになりました。
「特定技能１号」と「特定技能２号」の新たな在留資格のもと、

外国人労働者を受け入れる門戸が拡大されます。

改正入管法の施行により
外国人労働者の受け入れを拡大

新たな在留資格「特定技能」を創設

５
年
間
で
最
大
約
35
万
人
の

受
け
入
れ
を
想
定

管
理
庁
を
新
設
し
て

管
理
体
制
を
充
実

外
国
人
労
働
者
の

管
理
範
囲
や
業
種
が
拡
大

今 月 の 恒 例 行 事  ・ 出 来 事 カ レ ン ダ ー

サイバーセキュリティ月間

省エネルギー月間

2019.2 February

2019.2 February

2/1~3/18

2/1~28

情報漏えいや個人情報流出などの問題が相次ぐ昨今で
すが、政府は２月１日～３月18日までの期間を「サ
イバーセキュリティ月間」と定め、啓蒙を行っていま
す。警察庁によれば、警察が把握した標的型メール攻
撃の件数は、平成29年下半期では過去最多の5438件

（平成30年上半期は2578件）。手口の大半は、複数に
同じ不正プログラムなどを送りつける「ばらまき型」

（平成30年度上半期は全体の87.1％）だそうです。会
社のセキュリティ対策を見直す機会にしてみては。

暖房などによりエネルギー消費量が多くなる２月は、
冬の「省エネルギー月間」に定められています。過度
な暖房に気をつけるなど、職場の省エネ対策を心がけ
たいものです。

法律

TOPIC
1

昨

在
留
す
る
全
て
の
外
国
人
の
在
留
」
も

管
理
対
象
の
範
囲
に
拡
大
し
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
従
来
は
特
別
な
管
理
を

行
っ
て
い
な
か
っ
た
「
高
度
人
材
」
や

「
技
能
実
習
」
な
ど
の
外
国
人
労
働
者
も

管
理
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、
新
た
に
「
特
定
技
能
」
と

い
う
属
性
を
加
え
て
管
理
す
る
こ
と
と

な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
「
特
定
技
能
」
は
、「
１
号
」
と

「
２
号
」に
区
分
さ
れ
、「
特
定
技
能
１
号
」

は
即
戦
力
と
し
て
活
躍
可
能
な
知
識
と

経
験
を
も
ち
、
か
つ
、
日
常
会
話
と
生

活
に
支
障
の
な
い
日
本
語
能
力
を
有
す

る
こ
と
を
要
件
と
し
て
い
ま
す
。
そ
の

能
力
は
試
験
な
ど
で
確
認
す
る
と
し
て

い
ま
す
。ほ
か
、家
族
の
帯
同
は
認
め
ず
、

在
留
期
間
の
上
限
を
通
算
５
年
と
す
る

制
限
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　

一
方
、「
特
定
技
能
２
号
」
は
熟
練
し

た
技
能
を
要
す
る
業
務
に
従
事
す
る
者

で
あ
り
、「
特
定
技
能
１
号
」
が
業
所
管

省
庁
の
定
め
る
試
験
に
合
格
す
る
こ
と

な
ど
、
一
定
の
条
件
を
ク
リ
ア
す
れ
ば

「
特
定
技
能
２
号
」
へ
移
行
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。「
特
定
技
能
２
号
」
に
つ
い

て
は
、
家
族
の
帯
同
が
認
め
ら
れ
、
滞

在
期
間
に
制
限
は
設
け
ら
れ
て
い
ま
せ

ん
。

取
り
払
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
政

府
は
改
正
後
５
年
間
で
最
大
約
35
万
人

の
受
け
入
れ
を
見
込
ん
で
い
ま
す
。
し

か
し
、こ
れ
は
達
成
目
標
で
は
な
く
、「
こ

れ
以
上
は
受
け
入
れ
な
い
」
と
す
る
入

国
制
限
目
標
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

改
正
入
管
法
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
よ

う
に
出
入
国
だ
け
で
は
な
く
「
本
邦
に

　

な
お
、
こ
れ
ら
「
特
定
技
能
」
に
該

当
す
る
外
国
人
労
働
者
は
直
接
雇
用
が

原
則
で
あ
り
、
報
酬
の
決
定
、
教
育
訓

練
の
実
施
、
福
利
厚
生
施
設
の
利
用
そ

の
ほ
か
の
待
遇
に
つ
い
て
、
日
本
人
と

の
差
別
的
取
り
扱
い
が
禁
止
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
10
年
以
上
滞
在
し
て
い
れ
ば

永
住
権
の
取
得
申
請
も
で
き
ま
す
。
た

だ
し
、
永
住
権
を
取
得
す
る
に
は
、「
素

行
善
良
」「
独
立
し
て
生
計
を
営
む
こ
と

が
で
き
る
程
度
の
資
産
と
技
能
が
あ
る
」

「
罰
金
刑
や
懲
役
刑
を
受
け
て
い
な
い
」

「
納
税
な
ど
の
公
的
義
務
を
履
行
し
て
い

る
」「
公
衆
衛
生
面
で
有
害
で
は
な
い
」

な
ど
の
条
件
を
満
た
し
て
い
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

　

こ
れ
ま
で
の
入
管
法
で
は
、
出
入
国

を
管
理
す
る
だ
け
で
在
留
外
国
人
の
管

理
や
支
援
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

技
能
実
習
生
な
ど
は
職
場
の
ト
ラ
ブ
ル

が
あ
っ
て
も
相
談
で
き
る
窓
口
が
な
く
、

非
人
道
的
待
遇
な
ど
で
失
踪
し
て
い
る

者
が
７
０
０
０
人
余
り
も
い
る
と
い
わ

れ
、
国
会
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

　

改
正
入
管
法
で
は
、「
本
邦
に
在
留
す

る
全
て
の
外
国
人
の
在
留
」
の
管
理
監

督
を
実
施
す
る
実
行
機
関
と
し
て
「
出

入
国
在
留
管
理
庁
」
を
新
設
す
る
こ
と

に
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
管
理
庁
は
、
在
留
資
格
認
定
証

明
書
の
発
行
と
停
止
、
人
手
不
足
の
状

況
確
認
、
外
国
人
材
へ
の
支
援
の
管
理
、

指
導
・
助
言
・
改
善
命
令
な
ど
を
行
う

と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
新
た
に
「
登

録
支
援
機
関
」
と
「
受
入
れ
機
関
」
を

定
義
し
、
そ
れ
ら
を
監
督
す
る
こ
と
で
、

保
証
金
や
違
約
金
を
徴
収
す
る
な
ど
の

悪
質
な
仲
介
業
者
の
介
在
を
防
止
す
る
、

新たに設けられる「特定技能」資格

同
一
分
野
で
の
外
国
人
の
転
職
を
支
援

す
る
、
な
ど
の
機
能
を
有
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
出
入
国
在
留
管
理
庁

の
も
と
、
業
所
管
省
庁
と
登
録
支
援
機

関
、
受
入
れ
機
関
の
体
制
整
備
に
よ
り
、

在
留
外
国
人
の
状
態
監
視
や
管
理
監
督
・

支
援
の
充
実
化
を
図
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
こ
れ
に
よ
り
、
問
題
の
多
い
技
能

実
習
も
、
諸
機
関
に
よ
る
雇
用
側
へ
の

改
善
指
導
や
、
外
国
人
労
働
者
側
へ
の

支
援
と
相
談
の
体
制
が
揃
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。

※この記事は2018年12月末時点のものです。新元号への改元を考慮し、西暦表記で統一しています

●対象業種：建設業、宿泊業、
農業、介護業、造船・舶用
工業、ビルクリーニング業、
漁業、飲食料品製造業、外
食業、素形材産業、産業機
械製造業、電気・電子情報
関連産業、自動車整備業、
航空業の 14 業種を予定

●相当程度の知識または経験
を要する技能を有するこ
と（業所管省庁が定める
特定技能評価試験などに
よって確認）

●家族帯同：不可
●在留期間：通算最長５年限

度

●対象業種：建設業、造船・
舶用工業などを予定

●熟練した技能を要する業務
（業所管省庁が定める特定
技能評価試験などによっ
て確認）

●家族帯同：可
●在留期間：制限なし

特定技能１号 特定技能２号

日常会話がある程度できて、日常生活に支障
がない程度の日本語能力（試験により判定）

試験に合格すれば、技能実習から１号の資格に変更したり、１号か
ら２号に移行することも可能。転職も可能

試験により移行可能

特定技能資格
サンプル
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定
労
働
時
間
の
原
則
は
、「
週

40
時
間
、１
日
８
時
間
」
で
す
。

こ
れ
を
超
え
て
労
働
さ
せ
る

場
合
に
は
、
労
使
間
で
「
時
間
外
及
び

休
日
労
働
に
関
す
る
協
定
」（
い
わ
ゆ
る

36
協
定
）
を
締
結
し
、
こ
れ
を
所
轄
労

働
基
準
監
督
署
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

　

今
回
の
働
き
方
改
革
関
連
法
の
施
行

に
と
も
な
い
、
こ
の
36
協
定
の
様
式
も

改
正
さ
れ
、
４
月
以
降
に
締
結
す
る
も

の
（
中
小
企
業
は
２
０
２
０
年
４
月
以

降
に
締
結
の
も
の
）
に
つ
い
て
は
、
新

た
な
36
協
定
届
出
に
よ
り
届
け
出
を
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
36
協
定
に

記
載
す
る
時
間
外
労
働
の
上
限
の
原
則

は
、「
月
45
時
間
、
か
つ
、
年
間
３
６
０

時
間
」
で
す
。
そ
れ
を
超
え
て
時
間
外

労
働
や
休
日
労
働
が
見
込
ま
れ
る
場
合

　帝国データバンクが昨年11月、「人手不足に対する
企業の動向調査」の結果を発表しました。正社員が「不
足している」と答えた企業は過去最高の52.5％（前年よ
り３.4ポイント増）。非正社員でも34.1％（同2.2ポイン
ト増）の企業が不足していると答えています。業種別
に見ると、正社員が「不足」と答えた業種の上位は、放送、
情報サービス、運輸・倉庫、建設など。非正社員が「不足」
と答えた上位は、飲食店、飲食料品小売、メンテナンス・
警備・検査、娯楽サービスなどでした。

　厚生労働省の「第13回中高年者縦断調査（中高年者
の生活に関する継続調査）」の結果（昨年 11 月公表）
で就業状況を見ると、12年前の第１回調査（対象：50
～59歳）で38.3%だった「正規の職員・従業員」が、
今回調査（対象 :62～71歳）では5.4％と大きく減少。
定年退職などをしたことがうかがえます。また、「パー
ト・アルバイト」の割合は12年間でほぼ横ばい（16～
17％）。12 年前に 18.6％だった「仕事をしていない」
人は、今回は49.3％と約半数を占めています。

　昨年11月、内閣府が「マイナンバー制度に関する世
論調査」の概要を発表。マイナンバーの提示状況は、「職
場やアルバイト先で給料や社会保険の手続き」（29.1％）
や「年末調整や確定申告」（25.3％）をしたときが上位。
マイナンバーカードの取得状況は、「取得している、も
しくは取得申請中」「今後、取得する予定」を合わせる
と 44.0％。取得した（する）理由は「身分証明書とし
て使えるから」（46.7％）、取得しない理由は「必要性
を感じられないから」（57.6％）が１位。

　内閣府が昨年 12 月に公表した「学生の就職・採用
活動開始時期等に関する調査」によると、平成30年度
の大学卒業・大学院修了予定者が就職活動において、
企業説明会やセミナーなどに参加した回数や、エント
リーシートを提出した数は、平成27年度～平成29年度
に比べて、少ない者の割合が増加。一方、７割以上が
インターンシップに参加しており、その割合は年々増
加傾向にあります。また、参加したインターンシップ
が「１日間」であった割合も増加しています。

　中小企業庁は昨年11月、総務省のデータを分析し、
平成28年６月時点での中小企業・小規模事業者数の集
計結果をまとめました。これによると、中小企業・小
規模事業者数は、357.8万者（企業全体に占める割合：
99.7％）で、２年前の平成26年と比較して、23.1万者
が減少しています。そのうち小規模事業者は304.8万
者（同 84.9％）で、こちらも２年前に比べて 20.4万
者の減少となっています。ちなみに大企業は１万1157
者でした。

　厚生労働省は昨年12月、「過重労働解消キャンペーン」
の一環で11月４日に実施した「過重労働解消相談ダイヤ
ル」の相談結果を公表。相談事例の内容も一部紹介して
います。電話で寄せられた相談は合計501件。相談内容
は、長時間労働・過重労働が204件（40.7％）、賃金不払
残業が174件（34.7％）、パワハラが69件（13.7％）でした。
相談のおもな事業場の業種は、製造業の68件（13.5％）の
ほか、保健衛生業が65件（12.9％）、商業が46件（9.1％）
などとなっています。

平成30年度の学生の就職活動状況
説明会参加やエントリー数が減少!?

動向調査にみる人手不足の実態
約５割の企業で正社員が不足

「中高年者縦断調査」
12年前の50代の就業状況は今？

「マイナンバー制度に関する世論調査」
44％がカードを取得または取得予定

２年前から約23万者が減少
中小企業・小規模企業数は約358万者

「過重労働解消相談ダイヤル」の相談結果
長時間労働・過重労働の相談が204件
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03 06
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働
き
方
改
革
関
連
法
の
一
つ
と
し
て
こ
の
４
月
か
ら
、
労
働
基
準
法
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、

時
間
外
労
働
（
残
業
時
間
）
の
上
限
規
制
が
適
用
さ
れ
ま
す
（
中
小
企
業
は
２
０
２
０
年
４
月
か
ら
）※
。

４
月
か
ら
の
時
間
外
労
働
上
限
規
制
へ
の
対
応

上
限
を
超
え
そ
う
な
場
合
は
特
別
条
項
付
き
36
協
定
も
締
結

法律

2019.2 February

に
は
、
労
使
合
意
の
も
と
に
別
途
、
特

別
条
項
付
き
36
協
定
を
締
結
し
、
２
つ

の
協
定
届
を
提
出
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
な
お
、
こ
の
特
別
条
項
付
き
36
協

定
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、「
臨
時
的
な
特

別
な
事
情
が
あ
る
場
合
」
で
、
か
つ
、

下
表
の
通
り
、
上
限
規
制
の
範
囲
内
に

限
ら
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
で

も
月
45
時
間
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
る

の
は
年
間
６
ヵ
月（
年
６
回
）ま
で
と
な

り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、「
年
間
７
２
０

時
間
以
内
」
の
上
限
と
は
い
え
、
慢
性

的
に
月
50
時
間
の
時
間
外
労
働
を
１
年

続
け
る
よ
う
な
働
か
せ
方
は
違
法
と
な

り
、
罰
則
の
適
用
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

特
別
条
項
に
基
づ
き
例
外
措
置
が
適

用
さ
れ
る
「
臨
時
的
な
特
別
な
事
情
が

あ
る
場
合
」
と
し
て
、「
業
務
上
必
要
が

あ
る
と
き
」「
業
務
上
や
む
を
得
な
い
場

合
」
な
ど
と
い
っ
た
恒
常
的
な
長
時
間

労
働
を
招
く
恐
れ
が
あ
る
事
由
は
認
め

ら
れ
ま
せ
ん
。
協
定
に
は
「
突
発
的
な

仕
様
の
変
更
に
よ
る
」「
製
品
ト
ラ
ブ
ル

に
よ
る
対
応
」「
大
規
模
な
ク
レ
ー
ム
対

応
」
な
ど
、
具
体
的
な
事
由
を
記
載
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、
労

働
者
に
対
す
る
「
医
師
に
よ
る
面
接
指

導
の
実
施
」「
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
措

置
」
な
ど
の
一
定
の
具
体
的
な
健
康
確

保
措
置
を
講
じ
、
そ
の
措
置
内
容
を
協

定
に
記
載
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

今
後
、
企
業
に
と
っ
て
は
、
時
間
外

労
働
上
限
規
制
の
も
と
で
休
日
労
働
を

利
用
し
て
対
応
せ
ざ
る
を
得
な
い
場
合

も
想
定
さ
れ
ま
す
。
労
働
基
準
法
で
定

め
る
休
日
と
は
、
法
定
休
日
（
週
１
回

ま
た
は
４
週
４
日
）
を
い
い
、
こ
の
法

定
休
日
の
労
働
を
「
休
日
労
働
」
と
い

い
ま
す
。

　

今
回
の
時
間
外
労
働
上
限
の
原
則
お

よ
び
特
別
条
項
の
適
用
に
よ
る
「
年
間

７
２
０
時
間
以
内
」
に
は
休
日
労
働
は

含
ま
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
特
別
条
項

の
「
単
月
１
０
０
時
間
未
満
」「
複
数
月

平
均
80
時
間
以
内
」
の
制
限
に
は
、
休

日
労
働
が
含
ま
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
休

日
労
働
を
増
や
せ
ば
年
間
７
２
０
時
間

を
超
え
る
こ
と
も
可
能
と
な
り
ま
す
。

と
は
い
え
、
指
針
で
は
休
日
労
働
の
抑

制
は
努
力
義
務
で
あ
り
、
企
業
は
い
か

に
時
間
外
労
働
や
休
日
労
働
を
減
ら
し

て
い
く
の
か
、
業
務
の
見
直
し
な
ど
を

検
討
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

TOPIC
2

法特
別
条
項
付
き
36
協
定

具
体
的
理
由
を
協
定
に
明
記

法
定
休
日
と
上
限
規
制

※自動車運転の業務、建設事業、医師、鹿児島県および沖縄県における砂糖製造業については、5年の猶予期間を設けたうえで規制を適用。また、新技術・新商品など
の研究開発業務については医師の面接指導、代替休暇の付与等の健康確保措置を設けたうえで、時間外労働の上限規制は適用除外。

【表】上限規制と対象となる労働時間

月45時間

１年360時間

１年720時間以内

１ヵ月100時間未満

２～６ヵ月平均80時間以内

月45時間超は６ヵ月以内

上限規制

時間外労働

時間外労働
休日労働

休日労働

原
則

特
別
条
項

対象となる労働時間

サンプル
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帝
国
デ
ー
タ
バ
ン
ク
が
実
施
し
た「
全

国
『
後
継
者
不
在
企
業
』
動
向
調
査
」

に
よ
れ
ば
、
昨
年
に
お
け
る
後
継
者
不

在
の
企
業
（
後
継
者
不
在
率
）
は
全
体

の
66
・
４
％
。
こ
れ
を
経
営
者
の
年
代

別
に
見
る
と
、
代
表
者
（
経
営
者
）
が

高
齢
に
な
る
に
つ
れ
て
減
少
傾
向
に
あ

り
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
60
代
経
営
者
の

約
半
数
、
70
代
で
も
約
４
割
で
、
後
継

者
が
い
な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
（
下

表
１
）。

　

都
道
府
県
別
の
後
継
者
不
在
率
で
は
、

沖
縄
県
が
83
・
５
％
と
も
っ
と
も
高

く
、
山
口
県
（
75
・
０
％
）、
神
奈
川
県

（
73
・
８
％
）
な
ど
と
続
き
ま
す
。
一
方
、

も
っ
と
も
低
か
っ
た
の
が
、
佐
賀
県
の

43
・
２
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

業
種
別
の
後
継
者
不
在
率
を
見
る
と
、

サ
ー
ビ
ス
業
（
71
・
６
％
）
や
建
設
業

（
71
・
４
％
）
な
ど
が
高
く
な
っ
て
お
り
、

ま
た
、企
業
規
模
（
従
業
員
数
）
別
で
は
、

従
業
員「
５
人
以
下
」の
企
業
の
75
・
０
％

を
筆
頭
に
、
規
模
が
小
さ
い
企
業
ほ
ど

後
継
者
不
在
率
が
高
く
な
る
傾
向
が
見

ら
れ
ま
す
（
下
表
２
）。

　

事
業
承
継
前
の
後
継
候
補
が
判
明
し

て
い
る
企
業
の
後
継
者
候
補
の
属
性
で

は
、「
子
供
」
が
39
・
７
％
。
次
い
で
従

業
員
な
ど
社
内
外
の
第
三
者
で
あ
る「
非

同
族
」
が
33
・
０
％
で
、前
年
よ
り
も
１
・

５
ポ
イ
ン
ト
増
加
し
て
い
ま
す
。

　

一
方
、
事
業
承
継
後
の
社
長
が
就
任

し
た
際
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、「
同
族
承

継
」
が
40
・
３
％
、「
内
部
昇
格
」
が

14
・
７
％
、「
外
部
招
聘
」
が
３
・
２
％

と
な
っ
て
い
ま
す
。こ
の
３
年
間
で
、「
同

族
承
継
」
は
減
少
傾
向
に
あ
る
も
の
の
、

「
内
部
昇
格
」
や
「
外
部
招
聘
」
は
増
加

傾
向
が
見
ら
れ
ま
す
。

地
域
経
済
を
支
え
る
中
小
企
業
の
後
継
者
不
足
が
続
い
て
お
り
、
深
刻
な
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

帝
国
デ
ー
タ
バ
ン
ク
が
行
っ
た
調
査
結
果
か
ら
、
そ
の
実
態
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

全
国
の
企
業
の
約
７
割
で
後
継
者
が
不
在

建
設
業
や
サ
ー
ビ
ス
業
で

高
い
後
継
者
不
在
率

後
継
者
候
補
に「
非
同
族
」を
選
ぶ
企
業
が
増
加

Q

Q

労務の

お悩み相談室 A&

企業によっては今春就職予定の新卒内定
者に対して、入社前の期間中に社会人と
しての基礎的なマナーや会社の仕組みな

どを研修するケースが多くあります。その時期
として多いのが入社目前の２月、３月です。
　採用内定とは、会社と内定者の間で採用・入
社の意思確認により労働契約が成立しているも
のの、入社までの一定の期間にやむを得ない事
由が発生した場合には内定を取り消しすること
があるという、いわば「入社予定日を就労開始
日とする始期付きの解約権留保付き労働契約」

（始期付・解約権留保付労働契約）のことをいい
ます（大日本印刷事件　最高裁二小　昭54.7.20
判決）。
●入社前の研修参加を強制するには
　内定が「始期付・解約権留保付労働契約」で
ある以上、内定者が実際に内定先企業の「指揮
命令下」に置かれるのは「入社日」以降になり
ます。したがって、本来、企業が内定者に対し
て研修への参加を強制することができるのは、
入社日以降に限られます。
　そのため、内定期間中に研修参加を強制でき
るか否かは、内定時にどのような合意をしてい
たかによります。参加が任意の場合には、内定
者が参加義務を負うことはなく、企業は参加を
強制することができません。参加を強制する場

合には、内定時にきちんと説明し、承諾を得て
おく必要があるでしょう。
　なお、その場合でも、内定者が学業への支障
など合理的な理由で不参加を申し出たときなど
は、まだ学生であるため、企業は研修への参加
義務を免除せざるを得ません。また、参加が任
意の場合でも、内定者に不参加による不利益が
生じるようなことがあれば、実質強制となるの
で注意しなければなりません。
●強制参加の研修における賃金の支払い
　入社前研修を強制する場合、企業はその「指
揮命令権」に基づいて内定者に対して参加を命
じていることになります。入社前研修とはいえ、
使用者の指揮命令下に置かれている時間につい
ては、実際に業務に従事している時間でなくて
も、すべて労働時間として賃金が発生するとい
うのが過去の最高裁の判例です（三菱重工業長
崎造船所事件：最高裁判決：平成12年３月９日）。
　よく内定期間中の研修に対して、交通費およ
び食事代のみを支給することがありますが、強
制参加となる場合は、注意が必要です。過去の
裁判例から考えると、入社予定日以降に受けと
るであろう初任給を基に、時給換算した賃金を
支払うべきと考えられますが、少なくとも参加
時間に応じて、拘束した時間に対しては最低賃
金以上の賃金は支払わなければなりません。

内定期間中の研修参加の強制と賃金

入社前の研修参加を強制するには内定時の承諾が重要です。
強制参加の研修では相応の賃金を支払う必要があります。

　今年４月の入社にともない、採用内定した学生の入社前研修を

実施すべく、内定者に案内を出そうと思いますが、研修への参加

を強制することはできますか。また、研修参加者には賃金を支払

わなければならないのでしょうか。

統計

今月の相談

今 月 の ポ イ ン ト

2019.2 February

COLUMN

A

【表１】代表者（経営者）年代別の後継者不在率（平成30年）

【表２】従業員数・業種別の後継者不在率（平成30年）

※不在率＝％

※不在率＝％

代表者の年代

後継者不在率

（従業員数）

（業種）

建設業

製造業

卸売業

小売業

運輸・通信業

サービス業

不動産業

その他

全国平均

５人以下

79.4

69.6

72.3

72.7

77.0

81.9

71.5

64.3

75.0

全国平均

71.4

59.04

64.7

67.3

63.7

71.6

68.9

56.1

66.4

100人以上

43.0

45.7

44.6

49.4

48.3

55.0

35.6

32.6

48.4

6～20人以下

71.1

63.0

63.9

69.0

70.3

75.4

71.4

59.7

68.2

21～50人以下

64.3

58.5

58.4

64.1

64.3

69.7

67.5

53.0

62.6

51～100人以下

58.9

54.6

54.5

60.3

58.4

65.4

54.6

46.3

58.2

30代未満

94.1

30代

92.7

40代

88.2

50代

74.8

60代

52.3

70代

42.0

80代以上

33.2

全国平均

66.4

サンプル
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　２月は、日本生活習慣病予防協会が定める「全国生活習慣病
予防月間」です。その基本となる健康標語が「一無（いちむ）、
二少（にしょう）、三多（さんた）」。つまり「一無」＝無煙・禁煙、
「二少」＝少食、少酒、「三多」＝多動（体を動かす）、多休（しっ
かり休養）、多接（多くの人や物事に接する生活）だそうです。
　生活習慣病を予防して、いつまでも健康に働けることが一番
ですが、近年では、病気に罹患した場合でも治療を続けながら
働く人も増えており、企業には、従業員の病気の治療と仕事の
両立支援が求められています。労働政策研究・研修機構が昨年
７月に発表した実態調査（企業調査）で、従業員の罹患や支援
の現状を見てみましょう。
　同調査によれば、過去３年間で該当疾患（がん、脳血管疾患、
心疾患、肝炎、糖尿病、難病）を罹患している社員の有無について、
罹患者がいる企業の割合（疾患別）は、糖尿病が25.2％と最多で、
がん（24.3％）、心疾患（10.7％）などと続きます。また、罹患
した社員が「ほとんど休職することなく通院治療」する割合は、
糖尿病（89.0％）と肝炎（71.0％）で高い一方、「ほとんどが休
職を経て治療している」割合は、脳血管疾患（56.9％）や、がん
（48.7％）で高くなっています。休職後に復職した場合の配慮措
置としては、糖尿病、肝炎では「働き方の変更はほとんどしな
い」という回答が最多で、そのほか、いずれの疾患においても
「残業量の削減」「残業・休日労働の制限・禁止」「所定内労働時
間の短縮」などが上位となっています。
　こうしたなか、治療と仕事の両立支援制度の課題については、
「休職者の代替要員・復帰部署の人員の増加が難しい」（54.3％）、
「休職期間中の給与保障が困難」（48.9％）、「治療と仕事を両立す
るための制度が十分でない」
（42.2％）などの回答が多く
見られます。人手不足や従業
員の高齢化が進むなか、よ
り充実した支援体制が求め
られることになりそうです。

仕 事 と 健 康

2019年（平成31年）２月号

病気の治療と仕事の両立支援

サンプル




